
防災のページ
問い合わせ　総務課 防災グループ ☎27-2481

国民保護について

町では、地震・津波や武力攻撃などの発生時に、
警報等の情報を確実かつ迅速に町民の皆さんへお伝
えするための情報伝達試験を実施します。

なお、本試験において防災行政無線が雑音により
聞き取れないなどの不具合がありましたら、お問い
合わせください。

問い合わせ　総務課 防災グループ ☎ 27-2481

Jアラートの自動起動機を使用して防災行政無線と屋外
拡声器から放送される標準メッセージは次のとおりです。
（上りチャイム音♪）
「これは、Jアラートのテストです」×３回
「こちらは、ぼうさいあつまです」
（下りチャイム音♪）

※厚真町以外の地域でも、さまざまな
手段で情報伝達試験が実施されます
※災害等の発生により試験を中止す
る場合があります。

５月18日 水　11時ごろ５月18日 水　11時ごろ
全国一斉情報伝達試験Ｊアラート

最近の国内外情勢において、ロシアによるウク
ライナへの武力侵攻や日本との平和条約交渉の中
断表明後、北方領土での大規模な軍事演習の実施
および北朝鮮による弾道ミサイルの発射事案の頻
発、特に大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）発射後、
日本の領海に近い排他的経済水域（ＥＥＺ）内へ
の落下など、わが国周辺を取り巻く環境は軍事活
動の活発化の傾向が顕著であり、脅威が増大して
いるところです。

国民保護は、平成16年に施行された武力攻撃
事態等における国民の保護のための措置に関する
法律、いわゆる国民保護法に基づき、外国からの
武力攻撃や大規模テロ等から国民の生命、身体お
よび財産を保護することをいい、万が一こうした
事態が発生した場合、国、北海道、町などが相互
に連携協力し、住民の避難や救援、武力攻撃災害
対処などの措置等を行います。

武力攻撃が発生した事態または武力攻撃が
発生する明白な危険が切迫していると認めら
れるに至った事態で、次の４つの類型を想定
しています。

緊急速報メール
政府からの発表
2022/05/13  10:10

「緊急情報。緊急情報。ミサイ
ルの一部が落下する可能性があ
ります。安全のため屋内に避難
し、テレビ、ラジオをつけて下
さい。」

（総務省　消防庁）

武力攻撃事態とは

着上陸侵攻 弾道ミサイル攻撃

ゲリラ・特殊部隊による攻撃 航空機による攻撃

・緊急速報メール
・Jアラートの自動的な防災無線放送
・テレビ、ラジオなどの放送
・消防の広報車など

緊急速報メールの見本武力攻撃やテロなどが迫る、または発生した地域には
以下の方法で警報の内容が伝えられます。

国民保護に関する詳しい情報は
内閣官房　国民保護ポータルサイト　https://www.kokuminhogo.go.jp/ 国 民 保 護

令和４年５月号令和４年５月号17


